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本日の会議に付した案件・・・・・別紙日程のとおり
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 散会   １２時０７分 



平成２８年第３回長与町議会定例会

議事日程（第５号）

平成２８年 ９月２６日（月）

午 前 ９時３０分 開 議 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ４４ 平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号） ※総文 

２ ４５ 平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算(第１号) ※総文 

３ ４６ 平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ※産厚 

４ ４７ 平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ※産厚 

５ ４８ 平成２８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号） ※産厚 

６ ４９ 
平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第２号） 
※産厚 

７ ５０ 平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について ※総文 

８ ５１ 平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について ※総文 

９ ５２ 
平成２７年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
※産厚 

１０ ５３ 
平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
※産厚 

１１ ５４ 平成２７年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ※産厚 

１２ ５５ 
平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 
※産厚 

１３ ５６ 平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産厚 

１４ ５７ 平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産厚 

１５ ６０ 長与町教育委員会教育長の任命について ― 

１６ ― 議員派遣の件 

１７ ― 委員会の閉会中の継続調査申し出 

※ 付託された委員会 



○議長（内村博法議員）

皆さん、おはようございます。２３日までの委員会審査お疲れ様でした。 

ただいまから本日の会議を開催いたします。 

まず、日程第１、議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３号）、

日程第２、議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）

を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○議員（喜々津英世議員）

おはようございます。早速、報告をさせていただきたいと思います。 

去る９月９日、平成２８年第３回定例会本会議において、総務文教常任委員会に付託

を受けました議案の審査結果について報告いたします。まず、議案第４４号、平成２８

年度長与町一般会計補正予算（第３号）については、９月１２日に委員全員出席のもと、

説明員として荒木総務部長の他関係部課長及び職員の出席を求め、審査を行いました。

提案理由、主な内容は、今回の補正は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ９,１７８万

２,０００円を追加し、補正後の総額を１２４億３,３７６万４,０００円とするもので、

歳入の主なものは、１３款国庫支出金では、災害復旧費負担金や道路橋梁費補助金など

に総額９２５万６,０００円を計上。１４款県支出金では、青年就農給付金７５万円な

ど、総額１０５万円を計上。１７款繰入金では、駐車場事業及び後期高齢者医療並びに

土地区画整理事業特別会計の前年度決算額確定により、各特別会計からの繰入金９０２

万１,０００円を計上。１８款繰越金は、今回の補正予算の財源調整として７,９８８万

５,０００円を計上。２０款町債は、新たに災害復旧事業充当起債６０万を計上。発行

可能額が確定した臨時財政対策債を８５３万円減額、合わせて７９３万円の減額計上と

なっています。 

歳出の主なものは、人件費に関しては、町長等の共済費が６６万７,０００円の増、

一般職は給料で昇給に伴う増が１,４６２万２,０００円、採用、退職、配置転換などに

よる減が１,２０５万３,０００円で、合わせて２５６万９,０００円の増、職員手当が

１８０万４,０００円の減、共済費が５５５万円の減となってます。人件費以外の主な

ものは、２款総務費は、電算システム運用開発委託料７８６万３,０００円、評価替に

伴う航空写真撮影業務委託料８４４万１,０００円など増があるが、総額１,３５２万６,

０００円の減額計上となっています。３款民生費は、地域介護・福祉空間整備等補助金

９２万７,０００円、機構改革による人件費の増などで、総額３,５８１万２,０００円

を計上。４款衛生費は、Ｂ型肝炎の予防接種委託料５５４万１,０００円の増、機構改

革による人件費の減などで総額１,２８６万２,０００円の減額計上となっています。６

款農林水産業費は、三根郷の農畜産物加工処理施設の解体工事費１,４００万円など、

総額２,８６７万８,０００円を計上。８款土木費は、道路橋梁費に３,３１０万１,００



０円など総額４,０４３万１,０００円を計上。１０款教育費は、図書館整備工事費１８

３万８,０００円など総額１,０３３万８,０００円を計上、以上のような説明がありま

した。 

主な質疑は、総務部関係では、町長・副町長・教育長の共済費が増額されているが、

この理由は何か、に対し２８年度当初予算計上時に、本来は１２カ月分を計上すべきと

ころ誤って１０カ月としていたことが発覚したため、今回、補正処理を行ったとのこと

でした。 

建設産業部関係では、青年就農給付金７５万円は、新規就農者に対する補助金と思う

が、補助の期間など制度の仕組み、対象者の就農計画はどうなっているのかの問いに経

営開始から軌道に乗るまでの定額給付となっている。年間１５０万円を限度に最長５年

間受給できるが、所得が３５０万円を超えると給付停止となる。補助対象者の５年後の

経営面積は、中晩柑類２,０００平方メートル、桃１,０００平方メートル、野菜類２,

０００平方メートルを計画しているとの答弁でした。また、農畜産物加工施設の解体は、

土地の賃借料を考えると早目に解体し返却すれば少なくなるのではないか。という問い

に、地権者と協議した上で、３月末までの賃貸借契約としている。３月までの賃料は払

う必要があるとの答弁でした。 

生活福祉部関係では、予防接種委託料が組まれているが、肝炎の予防接種は何人ぐら

いを想定してるのか。との問いに、Ｂ型肝炎の予防接種は、対象年齢がゼロ歳であり４

３０名程度を予定している。３回の接種が必要であり、今年度中は８０５件を想定し予

算を計上している。以上の答弁でした。 

また、教育委員会関係では、図書館整備工事費は、雨漏り工事とのことだが、５年ぐ

らい前にもあったのではないか。新しい図書館ができるまでには、かなりの工事が必要

になるのではないかの問いに対し、５年くらい前の工事については資料を持っていない

が、今後の修理または改修工事については今年度策定する長与町公共施設総合管理計画

に基づき、順次重要性のあるものから工事が行われるものと考えている。との答弁でし

た。主な質疑は以上のようなものでした。 

慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、９月１２日に委員全員出席のもと、説明員として荒木総務部長、井川契約管

財課長他関係職員の出席を求め、審査を行いました。 

提案理由、主な内容は、今回の補正は予算総額に歳入歳出それぞれ１４７万円を追加

し、補正後の総額を８４０万２,０００円とするものです。 

歳入では、２款繰越金は、２７年度駐車場事業特別会計の決算による剰余金１４７万

円を計上。また、歳出では、１款総務費は、一般会計への繰出金として１４７万円を計

上、以上のような説明がありました。慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきもの

と決しました。以上終わります。 



○議長（内村博法議員）

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから議案第４４号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第１、議案第４４号、平成２８年度長与町一般会計補正予算（第３

号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

これから議案第４５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第２、議案第４５号、平成２８年度長与町駐車場事業特別会計補正予

算（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第３、議案第４６号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）、日程第４、議案第４７号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）、日程第５、議案第４８号、平成２８年度長与町介護保険特別会計補

正予算（第１号）、日程第６、議案第４９号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土

地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）を一括議題といたします。 



ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○議員（河野龍二議員）

おはようございます。 

産業厚生常任委員会に付託されました議案の審査結果について報告いたします。 

まず、議案第４６号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

については、９月１４日、委員全員出席のもと、説明員として、谷本健康保険部長、志

田健康保険課長、他関係職員を招き審査を行いました。提案理由の説明では、今回の補

正は歳入歳出それぞれ２８９万５,０００円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ５０億８,０６０万９,０００円とするもの。歳入では、国保広域化に向けたシス

テム改修に係る費用、前年度の退職者医療、療養給付費交付金の不足のため社会保険診

療報酬支払基金から追加交付をされた額。歳入欠陥補填収入は、歳入の４９２万８,０

００円と歳出の委託料２８９万５,０００円の差額を計上しているという説明を受けま

した。 

主な質疑では、歳入欠陥補填収入の詳しい説明を求める。この問いに対し、答えでは、

平成２７年度の国保会計が約１億円の赤字の決算となり、２８年度予算から繰上充用と

して不足額を補った。２８年度の歳出予算の金額を繰上充用金として増額したが、歳入

の金額を合わせるために歳入欠陥補填収入と枠をつくった。それによって、歳入欠陥補

填収入については、歳入の予定がないが枠だけつくったような状態になっている。最終

的に繰上充用の金額をゼロまで解消しなければならない。今回の補正は、給付費交付金

等の歳入の増があったので、プラスになった分２０３万３,０００円を歳入欠陥補填収

入に計上した。 

広域化に向けたシステム改修費用が国庫補助額を上回っている。十分な補助が受けら

れないのか。この質問に対し、国庫補助はシステム改修に伴い費用の上限額いっぱいを

申請している。当初は国庫補助で収まると思っていたが、見積もりによると補助額より

高くなっている。今後もシステム改修業者と協議はしていきたい。との答弁でした。 

また、２９年度の国保税の引き上げはないのか。この質問に対し、値上げも含め現在

検討している。 

このような答弁が行われ、審査の結果、全会一致で可決することに決しました。 

続きまして、議案第４７号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については、９月１４日、委員全員出席のもと説明員として、谷本健康保険

部長、志田健康保険課長、他関係職員を招き審査を行いました。 

提案理由の説明では、歳入歳出それぞれ２０３万７,０００円を追加し、補正後の予

算総額を歳入歳出それぞれ４億４,４１３万６,０００円とする。歳入については、平成

２７年度の繰越額が確定。歳出では、平成２７年度から繰り越した保険料に伴う納付金

２００万１,０００円の計上。繰出金は、広域連合納付金２００万１,０００円を差し引



いた３万７,０００円を一般会計に繰り出すものという説明を受けました。 

主な質疑では、今回の納付額は、毎年この時期に請求がくるのか。この質問に対し、

後期高齢者医療の保険料はすべて納付している。この時期の納付は、出納整理期間４月、

５月の納付保険料で一旦２８年に繰越し今の時期に納付する。以上のような答弁であり

ました。審査の結果、全会一致で可決と決しました。 

続きまして、議案第４８号、平成２８年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１

号）については、９月１４日、委員全員出席のもと、説明員として、谷本健康保険部長、

辻田介護保険課長、他関係職員を招き審査を行いました。 

提案理由の説明では、保険事業勘定では、歳入が支払基金交付金、介護保険給付費交

付金及び地域支援事業支援交付金ともに、平成２７年度の実績による交付金の精算に伴

う社会保険診療報酬支払基金からの追加交付分。繰越金については、平成２７年度決算

に伴う繰越額が確定したことによるものである。歳出については、介護保険制度改正に

より地域支援事業の内容が見直され、来年の４月から介護予防日常生活支援総合事業が

実施される。今回の補正は、制度改正にかかわる主な内容で予防給付のうち介護予防訪

問看護と介護予防通所介護が保険給付から地域支援事業へと移行される。また、２次予

防事業、１次予防事業なども介護予防事業が新たに一般介護予防事業として再編される。

新しい総合事業への移行に係る最終年度となっており、本町ではサービス利用者等の負

担を考慮し、１０月から順次移行を行う予定とし、これらの関係関連する経費として、

介護予防生活支援サービス事業費、介護予防ケアマネジメント事業費、一般介護予防事

業費として、それぞれ計上しているという説明を受けました。 

主な質疑では、介護予防生活支援サービスで１０月から移行すると説明があったが、

内容については、この質問に対し、今年度の地域支援事業費の中の介護予防訪問看護と

介護予防通所介護が、介護予防生活支援サービスに移る。 

地域住民グループ支援事業費では、何グループに補助を出すのか。この問いに対し、

１グループ当たり１０万円の補助を行っている。１０月以降に５グループを増やしたい。  

新事業に１０月から移行するとのことだが、突然サービスが受けられないなどの弊害

がないのか。この質問に対し、サービス自体に支障はない。引き続き受けられるように

なると思う。 

地域住民グループ支援事業は、増える５グループは確定しているのか。この問いに対

し、１グループは相談があっている。４グループはこれから設置できるよう努力したい。

以上のような質疑が行われ、審査の結果、全会一致で可決と決しました。 

続きまして、議案第４９号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業

特別会計補正予算（第２号）については、９月１２日、委員全員出席のもと説明員とし

て、緒方建設産業部長、松邨建設産業部理事、他関係職員を招き審査を行いました。 

提案理由の説明では、歳入歳出それぞれ１,６００万円を増額して、補正後の総額を

歳入歳出総額８億９４８万８,０００円とする。歳入の一般会計繰入金２０１万９,００



０円は、人事異動に伴い人件費の予算不足が生じたための増額補正。繰越金１,３９８

万１,０００円の増額は、昨年度の実質収支の確定により、１,５９８万１,０００円か

ら当初予算に計上していた予備費の２００万円を差し引いて１,３９８万１,０００円の

増額。歳出では、土地区画整理総務費の２０１万９,０００円は人事異動に伴う増額。

委託料６４６万６,０００円は県事業委託料。繰出金７５１万５,０００円、一般会計へ

の繰出金として増額計上しているという説明を受けました。 

主な質疑では、県事業委託料の内容は。この問いに対し、具体的にどの事業に係る費

用とは聞いていない。事業そのものが大変遅れているので、少しでも進捗させようと残

った費用を事業委託料に充て、事業を進めていくために計上した。 

一般会計の繰出金も事業費に回せなかったのか。この問いに対し、一般会計から繰り

出しもあり、現在、町の会計上、特別会計の余ったお金は一旦返すようにしている。保

留地売却額が７５１万５,０００円あったので、その額は一般会計に繰り出すことにし

た。以上のような審査が行われ、審査の結果、全会一致で可決と決しました。 

以上報告いたします。 

○議長（内村博法議員）

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４９号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから議案第４６号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第３、議案第４６号、平成２８年度長与町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 



したがって本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４７号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第４、議案第４７号、平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第４８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第４８号、平成２８年度長与町介護保険特別会計補正予算

（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次にこれから、議案第４９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第４９号、平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 



したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第７、議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第８、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを一括議題といたします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○議員（喜々津英世議員）

それでは、総務文教常任委員会に付託を受けました議案の審査結果について報告いた

します。 

まず、議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定については、

９月１２日から２１日まで、委員全員出席のもと、荒木総務部長の他各部局長、関係課

長及び職員の出席を求め、審査を行いました。 

提案理由、主な内容は、歳入では、歳入全体の収入済額は１２９億７,０７０万１,１

５４円。前年比約１億６,５９４万円の増、不納欠損額は１款町税、１２款使用料及び

手数料を合わせて７３３万１,８３２円、前年比約２３９万円の減。国・県支出金を除

く収入未済額の合計は２億８３１万８,８５８円、前年比約２,６２０万円の減となって

いる。町税の収納率は、主要な施策の成果に関する報告書に記載のとおり、全税目合計

で９６.１３％となり、平成元年以降最高の成果を上げている。これはコンビニ収納な

どの納付環境の整備とともに、収納推進専門員採用の成果が、給与や不動産などの差押

えを含めて、担当職員の徴税意識の向上及び徴収努力につながり成果として表れている。 

財源別収入を見ると、町税など自主財源比率は４８.２％、依存財源比率は５１.８％

で、ほぼ前年並みとなっている。基金からの繰入金は前年度より減少しているが約７億

７５９万１,０００円となっている。 

歳出では、支出済額は１２３億５,３６１万８,２８１円。前年比約２億６,２６４万

円の増、翌年度繰越額は、４億８,７３９万２,０００円。前年比４,１１６万５,０００

円減となっている。性質別では、義務的経費は５５億４３９万円で、前年比１億９,８

５８万８,０００円の減となっているが、うち扶助費は３億６,７１２万４,０００円増

加している。投資的経費は１３億７,９８６万３,０００円で、前年比１,４０６万７,０

００円の減。その他経費は５４億６,９３６万６,０００円で、前年比４億７,５２９万

８,０００円増加している。 

収支状況は、歳入総額１２９億７,０７０万１,０００円。歳出総額１２３億５,３６

１万９,０００円。歳入歳出差引額は、６億１,７０８万２,０００円の黒字で、繰越明

許費繰越額６,４４８万８,０００円を差し引いた実質収支額は、５億５,２５９万４,０

００円、前年比８２４万８,０００円減の黒字であるが、前年度実質収支を差し引いた

単年度収支は８２４万８,０００円の赤字である。また、実質単年度収支も積立金取り

崩し額が約２,８６６万３,０００円あり、前年度より大幅に改善したものの、３,５７



８万３,０００円の赤字となっている。この赤字は、２３年度以降赤字の状態が続いて

いる。以上のような説明がありました。 

主な質疑は、総務部関係では、広報担当者はイベントなどの取材の関係上、土・日・

祝祭日の仕事が多いと思うが、健康管理の点から代休がとれる体制になっているのか。

という問いに、以前は、広報担当が１名で全部のイベントに出ていたが、現在は２名体

制をとっている。大きなイベントは２人とも出てもらっているが、基本的には交替で出

ており、以前より負担は減っている。代休も適正にとれているとの答弁でした。 

また、危機管理専門員の活動が見えない。町民もよくわかっていないのではないか。

業務の内容、２７年度の相談実績はどうなっているのか。この問いに対し、行政に対す

る暴力及び不当要求行為に対応するとともに、職員への指導助言や職員研修も実施して

いる。また、消費生活相談や関係機関との連絡調整にも当たっている。２７年度の相談

件数は８１件である。以上のような答弁でした。 

また、地域支え合いＩＣＴモデル事業の経緯を見ていて、１番まずかったのは機器の

不具合と思うがメーカーの責任もあるのではないか。説明はあったのか。との問いに、

事業が継続できなかった原因は機器の不具合や安定した稼働が見込めなかったことが大

きい。メーカーから基盤の汚れが原因で、長与町には不具合のものが入っていたとの説

明があった。以上の答弁でした。 

次に企画財政部関係では、特別交付税が減っているが熊本地震等の影響により今後も

減らされるのではないか。という問いに、４月の熊本地震、その後、北海道・東北地方

の水害が発生している。県からは今年の交付は、前年度実績よりも３０％程度落ちると

の連絡があっている。５,０００万円を切ると想定している。というような答弁でした。 

また、経常収支比率が５ポイント程度改善されているが理由は何か。の問いに、経常

一般財源である地方消費税交付金が、２６年度に比べて約３億円ふえて６億８,０００

万円程度になっている。分子の部分では、人件費では退職手当負担金の減、物件費では、

ごみ焼却場の稼働により長崎市への委託料が減ったことなどが、改善の主な要因である

との答弁でした。 

住民福祉部関係では、マイナンバーカードの交付状況はどうか。の問いに、８月３１

日現在で交付人数が２,８０２名、交付率は約７％となっているとの答弁でした。 

次に、入浴施設の利用補助金は使用しない人が多いと聞く。いくつかの選択肢を設け

た方が制度の目的に合うのではないか。いう問いに、健康の保持増進という目的で入浴

補助券の事業がある。いろんな意見があることから、高齢者を含めて検討していきたい

と考えている。との答弁でした。 

健康福祉部関係では、フッ化物洗口推進事業に使用する薬剤は劇薬であり、薬剤の保

管や事業推進の中で先生も苦労されていると思う。県が進める５年間の事業であるが、

継続する場合は財源も必要になってくる、どう考えているのか。という問いに、フッ化

物洗口については、担当の歯科医師や養護の先生が中心になって実施している。薬剤の



保管はしっかりしているとのことだが確認をしたい。事業を町が続けて行くかについて

は今後検討していく。との答弁でした。 

次に、国体では、おもてなしをはじめイベント開催などがあったが、ねんりんピック

長与町交流大会については、どのようになるのか。の問いに、高齢者の祭典ということ

で、競技だけでなく、交流を深める健康づくり教室などのイベントも多数準備している。

国体より規模は小さくなるが、豚汁やドリンクの無料提供も行う。小・中学校や吉無田

獅子舞保存会の協力も得て実施する。との答弁でした。 

建設産業部関係では、公園砂場検査委託料が組まれているが、公園の砂場については、

猫の糞などの衛生面からもなくす方向にあると思うが、どうか。の問いに、砂場につい

ては、衛生面や事故もある。存続か廃止については関係自治会と協議を行い、自治会の

意向も踏まえて対応したいとの答弁でした。 

次に、農産物加工施設の元利償還補助金は、運営が軌道に乗れば支払った部分は返し

てもらうとのことだが、今になって返してもらうというのは問題があるのではないか。

覚書の書面が必要だと思うがどうするのか。という問いに、覚書をつくり取り交わす予

定で内部協議は終えており、取り交わす準備を進めている。補助したお金を返してもら

うというのは不適切かもしれないが、運営が軌道に乗るまで期限を区切って補助をする

という考え方でいる。との答弁でした。 

教育委員会関係では、学校通学区域検討委員会謝礼５万円は、前年度も同額が計上さ

れている。校区の見直しの関係と思うが形式だけに終わっているのではないか。という

問いに、現在各校区を点検しているが、洗切小学校区がどのようにする推移するかにつ

いても説明を加え、時期的なことも含めて検討してもらっているとの答弁でした。 

次に、町民体育館のトレーニングマシンを更新したが利用状況はどうか。の問いに、

２７年度は８,１８０名が利用、前年比２０.２％アップしている。使用料も２１.６％

アップの８７万１,５２０円となっている。主な質疑は以上のようなものでした。 

慎重に審査した結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

次に、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、９月１２日に委員全員出席のもと、説明員として荒木総務部長、井川契約管

財課長、他関係職員の出席を求め審査を行いました。 

提案理由、主な内容は、歳入では、収入済額８９８万３,４６６円で、うち使用料収

入は７９０万３,０００円で収納率は９９.４％となっている。前年度比は、嬉里の一般

駐車場収入は約５８万円の増、定期駐車場収入は約３万４,０００円の減、吉無田駐車

場は約４万３,０００円の増となっている。収納未済額は４万５,０４０円で、うち滞納

繰越分は３万６,４００円である。 

歳出では、支出済額は一般会計繰出金を含め７５１万１,８０１円で主なものは、駐

車場管理委託料４６４万１,１２０円、防犯カメラ賃借料４１万５,８００円。駐車場施

設整備工事費３７万２,６００円などである。以上のような説明がありました。 



主な質疑は、消防設備の不備ということで工事請負費が契約計上されているが、消防

署の点検等で指摘をされてのものか。に対し、消防設備点検で不備を指摘された。火災

報知器２個、誘導灯４台、泡消火設備、モーターサイレン１台などの取替工事となって

いるとの答弁でした。また、防犯カメラの賃借料があるが、何台を設置しているのか。

の問いに、７台設置しているとの答弁でした。主な質疑は以上のようなものでした。 

慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員）

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５０号についての質疑はありませんか。 

竹中議員。 

○議員（竹中悟議員）

私、前回も申し上げましたけど、決算審査にあたりまして、外郭団体あたりの補助金

とか負担金を出してる所につきまして、こういう外郭団体からの出席を求めて、審査を

されたのかどうかというのが１点、それと今後そういうことを、外郭団体の方を呼ばれ

て審査をする予定があるのかどうか、その２点について、質問させていただきます。 

○議長（内村博法議員）

喜々津委員長。 

○議員（喜々津英世議員）

まず１点目の外郭団体、いわゆる社会福祉協議会とかそういったものだと思うのです

が、前回もそういうご質疑がありましたけれども、決算書それから主な施策の成果に関

する報告書、ここらへんを見ながら審査をしたのですが、特段この件に対して質疑はあ

りませんでした。 

今後、どのようにこれを審査するのかと。今後の審査の中でということだろうと思う

のですが、確かにそういうご意見はあるということは認識いたしておりますけれども、

現在の委員の構成の中では、特段問題になるようなことがありませんでしたので、次の

決算ではどういうことになるか。まだ、予算ではどういうことになりませんけれども、

今の段階では、そういうふうに考えております。 

○議長（内村博法議員）

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから議案第５０号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 



堤議員。 

○議員（堤理志議員）

議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計決算の認定について、反対の立場から討

論を行います。 

まず、歳入において、町税の収入未済つまり町民の税の滞納について質疑をしたとこ

ろ、ほとんどが生活困窮型の滞納であるとのことでありました。税務においては、現在、

徴収強化を基本に事務を執行しております。地方自治法により公務員には税などの徴収

義務が規定されているのは事実であります。しかし、払えるのに払わない人、そして払

いたくても払えない人への対応は当然違ってしかるべきであります。他の自治体では、

生活の立て直しを支援しながら徴収を行う生活支援型の徴収対策があります。生活支援

型の徴収対策について見解をただしましたが、明確な答弁はありませんでした。貧困型

の滞納に対する徴収対応に疑問が残るわけであります。滋賀県野洲市では、行政が市民

をより過酷な状況に追いやってしまう過酷な取り立てで、生活そのものを壊しては本末

転倒だ。まずは、就労支援など生活を立て直す手伝いをしながら納税を促していく。遠

回りに見えてもその方が効率的で、市のコストも少ないと市長自ら市民に寄り添い、血

の通った徴収事務を実施しています。私は、この姿勢こそが自治体のとるべき本来の徴

収対策だと思っております。大幅な税収の増加がなく、また、国からの交付金なども減

少傾向が続く中、これまでの延長線上の考え方では壁に突き当たる恐れがあります。こ

の間１０数年以上、高田南土地区画整理事業への一般会計繰出金を見直さなければ、町

民の要望にこたえるための財源は捻出できないという趣旨の討論を行ってまいりました

が、監査意見書にも高田南土地区画整理事業が町の財政に大きな影を落としている。こ

のように明記されました。街路事業、西高田線についても大幅見直しが必要と繰り返し

主張をしてきました。２７年９月議会で同僚議員が行った一般質問で、北陽台高校付近

から高田踏切までの道路計画において、不自然な内容になっていることが明らかになり

ました。この街路事業は、事業費の縮減と渋滞解消が至上命題であるにもかかわらず、

車道幅は３メートル、歩道幅が４メートルという計画であります。当時のそのときの一

般質問の答弁では、その理由について、町側の建設部所管もまた通学に関連する教育委

員会所管も、その理由についてわからないとのことであります。今後、事業計画見直し、

事業費の縮減につなげたいということでありますけれども、なぜこのような不可解な計

画がなされたのか。どのような経緯で意思決定がなされたのかも含め、十分に検証され

る必要があるのではないでしょうか。 

また本町の財政についてでありますけれども、会計監査の意見書によりますと長与町

はまだまだ財政が硬直化した状態であるとしています。つまり、支出の内訳は必要経費

が大部分で、それ以外に使える財源が非常に少ない状態が続いているわけであります。

今回の決算は、歳入から歳出を差し引くと約６億４,０００万円となっています。しか

し、単年度の収支で見ますと約３,５００万円財源が不足し、基金から約３,５００万円



取り崩しが行われているということを認識しておく必要があります。 

今後、公共施設の老朽化対策、そして高齢化対策や少子化対策など、安全なまちづく

りや住民福祉の増進が町の課題となることは間違いがありません。こうした住民の幸福

度を高めるまちづくりを進めて行くためには、開発事業のあり方を大きく転換すること

が不可欠である。このことを申し上げ、反対の討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、賛成討論ありませんか。 

安部議員。 

○議員（安部都議員）

議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立

場で討論いたします。 

２７年度決算審査におきましては、長与町第８次総合計画前期基本計画最終年度に基

づき事業の執行をされております。新規事業としましては、国の交付金事業で執行され

ましたプレミアムつき商品券発行事業は９９.６３％の執行率、生涯学習課の乳児４カ

月健診受診時に絵本の読み聞かせを行うブックスタート事業は、親子の豊かな触れ合い

と乳児の健やかな成長を願い開始され、その結果、親子の親密度がアップし図書館来場

者が増えたことなど、かなりの好評により成果が上がったと見受けられました。また、

新商品の開発、新たな販路拡大を図ることを目的とした農産物加工施設整備事業では、

雇用機会の創出やオリーブ栽培、農産物加工により地域活性化につながったとの説明で

した。今後のオリーブを活かした長与町特産品として、地元や地方に広く販路拡大され

ることを期待いたします。教育総務課では、町の単独予算により通常学級に特別支援教

育支援員の配置と１年生を対象に教育補助員を配置するなど、児童１人１人の能力に応

じたきめ細やかな支援体制づくりがなされており、大変評価できるものでした。都市計

画課によります高田南土地区画整理事業は、開始から３２年も経過しており、完成予定

年度は平成３２年まで延長されております。今年度の目標値９９％に対し、達成値が８

４.２％と遅延しているところから早急なる完成を希望いたします。 

少子高齢化及び人口減少を克服するため、長与町人口ビジョン長与町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定を今年度完了しておりますが、今後、社会福祉費の増大を見込

み、限られた財源の中でいかに地域の福祉の増進に努め、本町で子供からお年寄りまで

幸せに暮らせることができるのかが問われることとなります。長与町営住宅使用料につ

きましては、２７年度１３件の収入未済額がありましたが、現在６件の完済が完了して

いるということでした。今後、その他も注視するところであります。 

最後に、今後、地方交付金の減額や老朽化した減価償却の増大、また新たな新図書館

建設の財源問題など、多々クリアする課題は山積しておりますが、２７年度決算におき

ましては、財政力指数、将来負担比率、実質公債費比率を見ても、いずれも健全化範囲

にあり、財政運営がスムーズに執行されていることから、審査の結果も適正に作成され



ており誤りもないと認められておりました。 

今後、自主財源の確保、国・県の補助金の確保、予算の見直しなど改善する余地はあ

りますが、財政運営は健全であり、財産の管理運営も適正で、さらに予算が適正かつ効

率的に執行されておりましたので、以上のことから本議案に賛成といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

金子議員。 

○議員（金子恵議員）

議案第５０号に対し賛成の立場から討論いたします。 

歳入については、自主財源である町民税、固定資産税など、昨年度とほぼ同額という

ことで推移しています。また、収納推進に努め収入未済額の減少は、担当課のこの間の

努力とともに取り組んだ結果だと評価いたします。町民税は自主財源の最たるものです。

現状に満足せず、今後も徴収率の向上に期待いたします。しかし納税の公平性は大原則

でありますが、納税相談などは丁寧に対応をお願いしたいと思っております。 

次に、財源の弾力性を示す経常収支比率が５.７ポイント下がってはいますが、消費

税増税に伴う一時的なものとの説明がありました。財源硬直化という状況下であり、今

後の行財政改革により改善策を講じていくものと思います。 

歳出に関しては、モデル事業として行った地域支え合いＩＣＴモデル事業に関して、

端末の動作安定性、地域との連携体制構築の必要性など幾つかの課題がつきつけられま

した。今後は、高齢者の増加に伴い新しい見守り体制の強化にご尽力願いたいと思いま

す。次に、保育所運営費に関しては、こども園・保育園が増えたことにより、保育定数

が１６１人分増加したことでの増額との説明でしたが、受け皿の確保という点からは、

今後の子育て支援において必要なことであるととらえています。しかし、年度末におい

て待機が発生する要因として、保育士不足ではなく、人員の面積の不足という説明があ

りました。子育てしやすい長与町を推進するためには、処遇改善に努めていただきたい

ところですが、これは財源を必要とするものであり、今後の課題であると思います。 

また、地方創生関係の交付金事業である農産物加工施設整備事業に関しては、雇用機

会の創出、地域活性化に対する成果はまだ未確定であると認識しています。今後の課題

である６次産業化などに向けての取り組み、自立支援のための官民一体での取り組みの

強化を期待したいと考えています。それから、補助事業、委託事業についても、そもそ

も論で順次見直し、根本的な体質改善を目指していただきたいと考えています。 

今後、増大する扶助費１つ取り上げても、長与町の財政を維持していくためには公平

な負担、世代間の分かち合いについての議論が重要になってきます。目先のサービスだ

けでなく将来少ない納税人口で、社会を維持せねばならない子供たちの世代に負担を残

さない持続可能な行政運営が重要です。そして、町民に長与町に住み続けたいと思って



いただくためには、町民の要望を実現していくことが必要です。一方、安定的な財政基

盤を構築していかなければ、その要望を実現することはできません。さらにまた、今後

のさまざまな課題を見据えた自治体運営、自治体経営をしていかなければ未来の長与町

を後世に託していくことができないのではないかと思います。 

理想はしっかりと持ちつつも現実を直視し、バランス感覚をしっかり持った町政運営

を期待し賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第７、議案第５０号、平成２７年度長与町一般会計歳入歳出決算の認

定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

次に、これから、議案第５１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第５１号、平成２７年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

場内の時計で１０時４５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時３０分～１０時４５分） 

○議長（内村博法議員）

休憩を閉じて会議を再開いたします。 

次に、日程第９、議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出



決算の認定について、日程第１０、議案第５３号、平成２７年度長与町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、議案第５４号、平成２７年度長与

町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１２、議案第５５号、平成２

７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第１３、議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついて、日程第１４、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及び

決算認定についてを一括議題といたします。 

本件について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○議員（河野龍二議員）

それでは、産業厚生常任委員会に付託を受けました議案等の審査結果について報告い

たします。初めに、議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定については、９月１４日、委員全員出席のもと、谷本健康保険部長、志田健

康保険課長、他関係職員を招き審査を行いました。提案理由の説明では、平成２７年度

４月から３月の平均国保加入者世帯数は５,３５０世帯、被保険者数は９,３２３人とな

っている。前年度と比較して、世帯数で１２世帯、被保険者数で１９４名減少している。

歳入については、１款国民健康保険税から１１款諸収入までの収入済額合計額は４８億

６,５１１万１,１５８円、前年度比１０.７％増となっている。不納欠損額は１,４５０

万４,３４４円。収入未済額は２億２,２１９万４,５６５円で前年度より不納欠損額は

７３５万４,６１７円の増、収入未済額は３１９万８,７０８円の減となっている。歳出

については、１款の総務費から１２款の予備費までの支出済額は４９億７,１７８万４

５７円で前年度比１４％増となり、不用額は５,３５２万５４３円となっている。歳入

歳出差引額１億６６６万９,２９９円の不足となり、このため、翌年度歳入繰上充用額

１億６６６万９,２９９円を充当している、と説明を受けました。主な質疑では、特別

調整交付金の対象は何かの問いに対し、原爆被爆者の医療費に掛かる内容と自発的失業

者の税の負担軽減が対象となっている。自発的失業者の数はどれくらいかの問いに対し、

５９名が対象となっている。８０万円以上高額医療の件数は何件かの問いに対し、２７

年度が１２３件。レセプト審査件数はどれくらいかの問いに対し、２７年度は１７万９,

４１４件、そのうち過誤があった件数が１,７９５件。国保システム改修費用は毎年変

更が必要なシステムか、の問いに対し、法改正によるシステム改修で、改正が行われて

対応できるよう予算化している。コンビニ納付の件数は、の問いに対し８,２１９件が

納付されている。コンビニ納付の効果は、の問いに対し、収納率から見ると大きな影響

はないが、進める中で効果が出てくると思う。特定健診の受診率は２６年度より増えて

いるが、なぜ保健指導の実施率が下がっているのか、の問いに対し、９月が報告義務の

月になっており、現状は途中経過の数字のため低くなっている。特定健診の効果はある

か、の問いに対し、２７年度は調査途中のため２６年度の結果では、保健指導対象者の



２１８名に対し、１８８名に指導を行い、１２９名が終了している。１２９名のうち改

善が３６名、維持が５４名、悪化が１１名となっている。国民健康保険税の滞納者に対

し、健康保険課で差し押えている件数があるのかの問いに対し、国保税単独で行った差

し押さえはない。重症化予防事業で保健指導の実施は何件か、の問いに対し、対象は４

９２名で２３１名実施している。医療費が年々増加している中、会計上厳しくなってい

く、今後の対策をどう考えているのかの問いに対し、特定健診、特定保健指導の実施が

有効と考える。医療費の抑制に向け健康診断の受診をしてもらい、結果がわかるとアド

バイスができる。全体の状況を掴み、健康づくりをしていきたいと考えている。以上の

ような審査が行われ、審査の結果、全会一致で認定といたしました。 

続きまして、議案第５３号、平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定については、９月１４日、委員全員出席のもと、説明員として谷本健康保険部

長、志田健康保険課長、他関係職員を招き、審査を行いました。提案理由の説明では、

歳入は１款後期高齢者医療保険料から５款諸収入までの収入済合計額は、４億２,７１

５万４,７４６円。前年度比２.３％増となっており、後期高齢者医療保険料は３億４,

７２６万６,６００円で、前年度比２.６％増となっている。歳出では１款総務費から４

款予備費までの支出済合計額は４億２,５１１万６,８６０円で、前年度比２.０％とな

っており、不用額は１,０６６万８,１４０円。後期高齢者医療広域連合納付金は、前年

度比２.３％増となっていると説明を受けました。主な質疑では、２３件の収入未済額

があるが、どんな内容かの問いに対し、納め忘れや経済的に納付できない状況が収入未

済額となっている。現状でも納付相談を行っている。システム改修費用が不用額となっ

た理由は、の問いに対し、毎年、法改正に対応し予算を計上しているが、２７年度は改

正がなかった為、不用額とした。長与町の後期高齢者の医療費給付額と長崎県の医療費

給付額の１人あたりの金額はどれくらいかの問いに対し、長崎県１人あたりの給付額平

均は１０１万３,２１１円で、長与町は１０９万５,９１５円となっている。以上のよう

な審査が行われ、審査の結果、全会一致で認定といたしました。 

続きまして、議案第５４号、平成２７年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定については、９月１４日、委員全員出席のもと、説明員として谷本健康保険部長、辻

田介護保険課長、他関係職員を招き、審査を行いました。提案理由の説明では、２７年

度の介護保険被保険者等の状況は６５歳以上の１号被保険者は９,７９９人、昨年末よ

り３７９人、３.９％の増となっており、１号被保険者に係る認定者数は１,７１６人、

昨年度末より２３人少ない、１.３％の減となっている。要介護認定者数は昨年より２

名増となって、要支援者は２５名の減となっている。認定率は１７.５％、昨年度末よ

り１％減となっている。過去１０年間の認定者数の推移が依然として増加傾向にある。

保険事業勘定の歳入では、第１号被保険者で保険料では６億５,５８０万２,６２０円。

前年度比で４,９５０万１,４１０円、８.２％の増。国、県による法定負担分、各事業

費に対する町の法定負担分が主なもので、歳入歳出済額は２７億５,４０５万８,８５３



円となっている。歳出は、介護認定審査会費で２７年度は認定審査会を７９回開催し、

１,７１７件の認定審査を行った。介護サービス等諸費では、介護サービス費、介護予

防サービス費の給付費で前年度比３,３１２万１,９７０円、１.４％の増となっている。

介護予防１次予防事業では予防事業委託料に、めだか８５及びサポーターポイント制度

に係る費用。負担金及び補助金及び交付金は、地域住民グループ支援事業費補助金。支

出済額総額は２４億９,４９３万７,４６３円となっている。介護サービス事業勘定は、

歳入で介護予防サービス計画費収入、ケアプラン作成５１０件に対する収入で、昨年度

比５９万５,６６０円、８％の増となっている。歳入の総額で３,２３８万５８１円。歳

出で事業費の主なものは、地域包括センター６人分の介護保険専門員の報酬。委託料は

町で処理できないケアプラン１,２７３件分のプラン作成委託料である。支出済額は、

総額で２,０６９万２０９円となっている。以上のような説明を受け、審査を行いまし

た。主な質疑では、低所得者の保険料軽減分は何人分の金額か、の問いに対し、対象者

は１,４９７人分である。認定審査会の審査に対し不服申し立てはあるのかの問いに対

し、不服審査の請求はない。審査に不服がある人の話を聞いたが、不服の声は届いてな

いのかの問いに対し、再調査などはあるが不服審査はない。再調査の件数は、の問いに

対し、２７年度は再調査はない。２７年度の認定審査のうち、区分変更の申請は何件か、

の問いに対し、２００件ある。任意事業の内容はどうなっているか、の問いに対し、脳

トレ教室は５会場で年間２１回、延べ人数で２,５８０人の参加、配食サービスでは３

４人分で２,８５２食提供している。家族介護支援事業では年間１２回、延べ３０５人

の参加、介護リフレッシュの集いには、年６回２０人が参加している。権利擁護事業は、

今後町が行うのか、委託をするのかの問いに対し、成年後見人の事務処理は包括支援セ

ンターで引き続き行っていく。地域支援自立事業の地域のサロンの回数と参加状況はど

うなっているかの問いに対し、サロン回数は３８３回、参加人数が６,６１８人となっ

ている。以上のような審査が行われ、審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しま

した。 

続きまして議案第５５号、平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、９月１２日、委員全員出席のもと、緒方建設産

業部長、松邨建設産業部理事、他関係職員を招き審査を行いました。提案理由の説明で

は、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金及び保留地の売却額などで歳入合計は６億

９,５８６万４,６９０円。なお、収入未済額２億４,４０７万３,０００円は翌年度への

繰越事業費。歳出では、県の事業委託料ほか起債償還など合計６億７,９８８万３,２５

７円。実質収支に関する調書では、歳入総額から歳出総額を差し引き、１,５９８万１,

０００円となっている。主要な施策の成果では、平成２７年度末事業進捗率は道路整備

で５２.４％、宅地造成で５６.２％となっている。なお、２７年度における工事箇所の

現地調査を行い、審査を行いました。以上の説明をいただきました。主な質疑では、保

留地処分の総累計はどれくらいかの問いに対し、２７年度末保留地売却額は１２億５,



４７６万８,９４８円。残りの保留地残は３４億２,３２３万１,０５２円である。保留

地の筆数での現状はどれくらいかの問いに対し、契約件数が９６件、今の時点で総筆数

が１７２件なので残りは７６件。２７年度の事業の遅延の主な理由は何かの問いに対し、

浦上水源池付近では地権者との交渉に時間がかかったこと、旧道部分で岩が出て不測の

日数を要したこと。道ノ尾駅付近の道路築造はＪＲ沿いの擁壁はＪＲに委託して工事を

してもらうが、ＪＲの工事分が遅れた影響で、それに伴う区画整理の道路築造が遅れる

という状況になっている。現在仮住居をしている世帯数は何件かの問いに対し、３１世

帯で最長１７年の世帯がいる。２７年度の事業費総額が２３５億円で、道路築造が５２.

４％、宅地造成が５６.２％の進捗では、完成総額２８１億円で可能なのかの問いに対

し、現在、残事業費がどれだけ掛かるか精査中。現状では完成総額を上回るのではない

かと思っている。完成年度を３２年度にした根拠は、の問いに対し、当時は工事の変更

をした際に、町が毎年度区画整理事業費に出せる金額を算出して決めた年度だと思う。

完成総額が２８１億３,０００万円になった根拠は何か。前回変更より３０億円増えて

いる。当時は土量のボリュームなど残事業を再計算して出された結果だと思う。以上の

ような質疑が行われ、審査の結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定

については、９月１３日、委員全員出席のもと、木島水道局長、吉田水道局理事をはじ

め、関係職員を招き審査を行いました。提案理由の説明では、収益的収入及び支出の収

入は予算額７億６,８５２万２,０００円に対し、決算額７億９,６１０万円３,５８７円

となり浄水場水道給水収益の増などで２,７５８万１,５８７円の増収。支出では予算額

７億２,３０２万１,０００円に対し、決算額６億５,５５９万５,１９４円となり不用額

が６,７４２万５,８０６円となっている。維持管理、管理経費、人件費等の減額が主な

ものである。資本的収入及び支出の収入は、予算額９,１６０万円に対し、決算額９,９

５８万２,８６０円、負担金の増により７９８万２,８６０円の増収となっている。支出

では予算額４億６９７万５,０００円に対し、決算額３億８,１３１万６,１６０円。２,

５６５万８,８４０円の不用額となっている。建設改良費の減額が主なものである。損

益計算書では営業収支では９,２８１万９,５３２円の営業利益となり、営業外収益も５,

３１０万８,５６９円の利益となっている。経常収支は１億４,５９２万８,１０１円の

経常利益となっている。また、特別収支では１,３６６万４,４０２円の損失となり、当

年度純利益は１億３,２２６万３,６９９円である。これに前年度繰越利益剰余金４２６

円、及びその他未処分利益剰余金変動額１億５,９８０万４,９６０円を加え、当年度未

処分利益剰余金は２億９,２０６万９,０９４円である。剰余金処分計算案では、未処分

利益剰余金処分額として資本金への組み入れに１億５,９８０万４,９６９円、減債積立

金に１億３,２２６万４,１２５円の予定であり、この剰余金処分に関して議会の議決を

求めるものであると説明を受けました。主な質疑では、改良工事の概況にある本年度工

事費の金額がホームページに公開されている金額と違うがなぜか、の問いに対し、追加



工事が行われ、変更した金額を本年度工事費として計上している。水道工事は埋設物な

ど工事をしてみないと解らない場合が多いので、若干の変更は出てくる。変更の場合の

基準はあるのかの問いに対し、基準はないが２０％を超える契約変更をする場合、再入

札をしている。１月の寒波の時に減免申請があったと思うが件数と金額はどれくらいか、

の問いに対し、件数で１５６世帯、金額で２１３万６,１１２円。凍結予防の周知はど

う行っているか、の問いに対し、広報等で周知していきたい。浄水場管理委託が前年度

より上がっているのはなぜか、の問いに対し、前年度比１２９万６,０００円増えてい

る。基準の労務単価の増によるものである。随意契約を続ける理由は何か、の問いに対

し、契約している事業所が近隣市町よりも安価で対応している。今後は第１浄水場、第

２浄水場の管理を一局集中化など検討し、警備職員削減などで労務単価の設定を競争さ

せるなど計画もしている。再任用の費用はどこから出ているのか、の問いに対し、浄水

場に勤務しているので浄水費から支出している。貸倒引当金が特別損失に計上されてい

ないがなぜか、の問いに対し、貸倒引当金が２６年度会計制度改正によって設定された

ので２６年度決算時には貸倒引当金繰入の設定がなく、すべて特別損失に計上していた

ため２７年度は計上していない。剰余金の処分方法の理由はなぜか、の問いに対し、改

良積立金に積み立てることもできるが、金額的には減債基金が少額なので優先して減債

基金に積み立てた。以上のような質疑が行われ、剰余金の審査の結果、剰余金処分につ

いて、全会一致の可決と決しました。決算認定についても審査の結果、全会一致で認定

すべきものと決しました。 

最後に、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついては、９月１３日、委員全員出席のもと、木島水道局長、濱下水道課長、他関係職

員を招き審査を行いました。提案理由の説明では、収益的収入及び支出の収入は下水道

事業収益が予算額合計１０億５,０５２万に対し、決算額１１億１,７５２万７,５９５

円となっており、収益全体では６,７００万７,５９５円の増収。支出では営業費用の支

出の減が主な理由で予算額合計９億７,１３９万９,０００円に対し、決算額が９億５,

２４６万３,１３９円となり不用額が１,８９３万５,８６１円となっている。資本的収

入及び支出の収入では予算額合計１億２,３９１万４,０００円に対し決算額が１億２,

４５２万２,６１７円となっており、受益者負担金の増によるもの。支出では予算額合

計３億９,８２０万９,０００円に対し、決算額が３億８,９０８万５,５６７円となり、

不用額が９１２万３,４３３円となっている。建設改良費の支出の減が主な理由である。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億６,４５６万２,９５０円は当年度

分消費税及び地方消費税分資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金

で補てんする。剰余金処分計算案では、未処分利益剰余金５億３,４３２万８,６７０円

のうち、減債積立金２億８,８５６万２,２３０円、資本的組み入れ額２億４,５７６万

６,４４０円、合わせて５億３,４３２万８,６７０円の処分を行う予定としている。そ

のほか決算附属書類による説明では、２７年度施行の工事概況及び、不明水の問題で返



流水のダブルカウントをしていた内容も説明を受け、審査を行いました。主な質疑では

人孔改築工事とあるがどんな工事か、の問いに対し、人孔とはマンホールのことであり、

長寿命化計画で今後５０年もつような防蝕効果が高い素材を利用しマンホールの工事を

行った。吉無田地区取付管改築工事は、落札額と契約額が３００万ほど違うかなぜか、

の問いに対し、工事発注後、建物近くの工事が必要で工事による影響が出ないか、事前

に建物調査を行う必要が出てきたため増額となった。契約変更についても公表すべきで

はないかの問いに対し、契約管財課とも協議していきたい。長与町公共下水道事業汚水

処理構想及び全体計画（見直し）の業務委託では、処理区域の中で本管が整備できない

地域などを見直す考えか、の問いに対し、地域的に長距離になる区域や河川、線路で分

断される地域などがあり整備が進まない状況も含め見直しを考えている。処理場運転管

理の委託は過去１０年間随意契約となっている。以前マニュアルづくりも行っていると

の説明だったが、どうなっているのか、の問いに対し、２６年度に対し２７年度は約３.

４％の増となっているのは労務単価の増によるもので大きな障害とはなってない。運転

管理の委託の問題は、包括的民間委託の検討の上３月にも前課長が説明したが、入札に

なると現状の委託費用より増加が予測される。今後も、例えばプロポーザル提案型の入

札契約なども踏まえ研究検討したい。営業外収益の他会計補助金、一般会計補助金は単

に一般会計から補助を受けているような記載となっている。補助金と記載しないといけ

ないのか、の問いに対し、記載されている一般会計補助金は、水質汚濁防止、自然環境

保全などを目的とした形で国の財政措置が交付税として一般会計に入ってきている。確

かに一般会計から事業進捗の経費として受けたと誤解を生みかねないので、記載につい

ては協議し検討していきたい。処理区域内の未水洗化の戸数はどれくらいか、の問いに

対し、２７年度末で１８７世帯。下水道高度処理化についてはどのように進んでいるの

か、の問いに対し、目標年次が５０年として高度処理の水質基準が設定され、大村湾流

域の自治体にも求められている。現在では具体的な計画もなく県からも特にない、どの

ような手法で進めるか決まってないが当然進めていく課題だと考えている。以上のよう

な審査が行われました。審査の結果、剰余金処分について、全会一致で可決といたしま

した。決算認定についても、全会一致で認定すべきものと決しました。 

以上、報告終わります。 

○議長（内村博法議員）

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 



次に、議案第５５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５７号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから議案第５２号の討論を行います。まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○議員（河野龍二議員）

先ほど委員長報告では、全会一致と説明、報告をいたしましたが、委員長である私は、

委員会での裁決権がないので、この場で私の討論を行います。議案第５２号について、

反対の討論を行います。国民の皆保険制度として、国民健康保険事業は、社会保障制度

として国のセーフネットでありながら、国がこの間、国庫負担の割合を引き下げたこと

により、財政的な問題、加入者の経済的脆弱など、構造的な問題が浮き彫りになってき

ました。しかも、こうした問題を抱えながら抜本的な解決は行わず、保険者である自治

体は保険税の引き上げで解決しようとしています。保険税の引き上げが結果、払いたく

ても払えない、払ってしまうと生活が成り立たないなど、矛盾を生み出しながらもペナ

ルティーが強化され、全国的には保険証そのものが取り上げられる無保険によって命そ

のものが奪われるなど社会問題が起きております。幸い本町ではそのような事件は発生

していませんが、いつ起きてもおかしくない状況だと思います。この国保会計の構造的

な問題を解決するには、まず、国の負担を増やし国保会計の財政的な問題を解決するこ

と。そうすれば、加入者の負担の軽減も行えると考えます。その前に、保険者として町

が果たす責任は、財政状況が厳しくなる、財源穴埋めのために保険税を引き上げる、税

が重過ぎて保険税が納められない。さらにまた財政状況が厳しくなると。この悪循環を

絶つために、一般会計から繰り入れなど対応し、本来払える保険税に引き下げて財政を

安定させることだと私は思います。こうした取り組みは既に多くの自治体で行われてお

り、長与町でできない問題ではありません。大型の公共事業には湯水のように税金をつ

ぎ込むことは可能で、なぜ経済的弱者に対応できないのか理解に苦しみます。残念なが

ら、本町の国民健康保険特別会計の決算はこうした弱者に対応した内容になっていない

ことから反対をするものであります。 

○議長（内村博法議員）

次に、賛成討論はありませんか。 

饗庭議員。 

○議員（饗庭敦子議員）

私は議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計の認定に賛成の立場で



討論いたします。国民健康保険特別会計は年々増大する医療費負担により極めて厳しい

財政状況であり、本町でも単年度収支で１億４,２００万円の赤字となっております。

そして、歳入の主財源である国民健康保険税の収入は前年度より減少しております。徴

収率は国保税全体で７６.８２％、前年度比０.８７ポイントの減、不納欠損額は増え、

収入未済額は減となっているとのことでした。このようなことを踏まえながら、保険税

の公平性の観点からも、生活困窮者には配慮していただきながら、収納推進課と連携し、

さらなる収納率向上への努力を要望いたします。また、医療費の増加は今後も続くと予

測できることから、平成３０年度の県への移管を念頭に置いた対策が必要だというふう

に思います。そういう中で、２７年度はこの赤字解消のため、予防に力を入れ特定健康

診査特定保健指導の受診率アップに図られたとのことでした。各課と連携し、役場内の

健康づくり幹事会や窓口での一声運動、パンフレットの設置等に積極的に取り組まれて

るというところは大変評価できると思います。今年度、それを少しずつ実施していかれ

るとのことで期待しております。また、人間ドック、脳ドック、重症化予防事業など、

疾病予防、疾病の早期発見にしっかりと取り組まれておられました。今後も、予防に重

点を置くという観点から、人間ドックの２日コースや募集期間の延長などを考えていた

だき、新しい取り組みを要望して、私の賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第９、議案第５２号、平成２７年度長与町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

次に、これから、議案第５３号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○議員（河野龍二議員）

委員長報告では、議案第５３号についても全会一致と報告いたしましたが、委員長で

ある私は、委員会での裁決権がございませんので、この場で私の討論をさせていただき

ます。議案第５３号についても反対の立場で討論を行います。後期高齢者医療制度は、

年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い込み、負担増と差別医療を押し

つけるという大きな問題がある制度であります。１日も早く廃止し高齢者が安心して医



療を受けることができる制度に転換すべきだと思います。この間、制度が続いている限

り、天井知らずの保険料の値上げは避けられないと指摘してきました。現状は指摘した

とおり保険料は年々上がっている状況にあります。それは対象者の高齢者が増えれば増

えるほど医療費が増え、それに対応する保険料はたとえ１割負担であっても増え続ける

のが当然です。さらに政府は今後、特別軽減をなくして、現在８.５割の軽減を適用さ

れている人の保険料は７割軽減となり、保険料が２倍に引き上がります。年収が８０万

以下で９割軽減を適用されてる人も保険料は７割軽減となり、その場合は負担が３倍に

はね上がります。健保共済の扶養家族だった人は、後期高齢者医療制度に移って２年以

内なら５割軽減、３年以降は全額負担とされ、保険料は現行の５倍から１０倍に上がる

予定です。現在、年金が減り続ける中、物価の高騰、消費税の引き上げなど、多くの高

齢者は暮らしが大変な状況になっています。多くの高齢者が安心して生活できるような

医療制度の拡充を求めて、本議案に反対するものであります。 

○議長（内村博法議員）

次に、賛成討論はありませんか。 

西岡議員。 

○議員（西岡克之議員）

議案第５３号、平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて賛成の立場で討論をさせていただきます。本会計は２６年度に引き続き、２７年度

も堅実な経営をしており特段の変化はありませんでした。実際の運営は県の広域連合が

行っており、本町の主な業務は保険料の徴収であります。この業務についても収納率は

ほぼ１００％であり、今後も堅実な経営が期待できると思います。そもそも本制度は、

７５歳以上の方が加入する独立した医療保険であります。従来の老人保健制度に変わり、

平成２０年４月より開始されました。対象となる方々は個人単位で保険料を支払います。

本制度がなぜできたかと申しますと、国家財政が逼迫する中で医療費の大幅な増加があ

ります。少し古い資料でありますが、平成２５年度実績で国民医療費は前年度の２.

２％増の４０兆円になりました。７年連続で最高を記録しております。このうち、後期

高齢者層の医療費は１４.１兆円で医療費全体の３５.２％を占めております。後期高齢

者の１人当たりの医療費は、金額では９０.３万円で現役世代の５倍程度かかっている

とされます。このような中、高齢化も急ピッチで進む見通しが変わらない以上、安定的

で持続可能な医療保険制度をつくらない限り、現在のシステムの部分的な手直しだけで

は早晩限界が来るとの声で本医療保険制度がスタートしたのであります。しかしながら

現在運営していく中でさまざまな諸問題が起きており、厚生労働大臣に全国後期高齢者

医療広域連合会会長名で改善要望書を出しており、改善を促しております。特別軽減に

ついても、広域連合長の名前で全国的に要望を提出しております。そのまま継続を要望

しております。以上の理由で、本案に対して私は賛成といたします。以上。 

○議長（内村博法議員）



次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第１０、議案第５３号、平成２７年度長与町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。この採決は、起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

次にこれから、議案第５４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

河野議員。 

○議員（河野龍二議員）

この議案についても、議案第５４号についても委員長報告では全会一致と説明をいた

しましたが、委員長である私は裁決権がございませんので、この場で反対討論をさせて

いただきます。介護保険制度は、本来、家族介護から社会で支える介護へというスロー

ガンを掲げて導入されました。しかし、負担増やサービス基準が下げられるなど、制度

の改悪が繰り返され、また、介護離職や介護破産、介護心中、事件や事故、さらに介護

施設の倒産など介護を取り巻く環境は益々深刻化しています。政府は消費税の導入の折

にも、来るべき高齢化社会に向けてと社会保障の充実を国民に約束し消費税を導入しま

したが、現実はこの消費税の増税にあわせ保険料や利用料が増えるなど、制度は矛盾だ

らけで国民が望むような介護制度になっていないのが現状です。利用者からサービスを

取り上げる改悪や機械的な利用制限の仕組みをやめ、介護保険を必要な介護が補償され

る制度にするよう国に対して強く意見を述べていただきたいとともに、現状サービスを

後退させないことを強く求めて、本決算について反対の立場で討論いたします。 

○議長（内村博法議員）

次に賛成討論ありませんか。 

饗庭議員。 

○議員（饗庭敦子議員）

私は、議案第５４号、平成２７年度長与町介護保険特別会計決算の認定に賛成の立場

で討論いたします。平成２０年度は介護保険の改正があり、医療、介護一体改革に向け

た制度改革として、医療から介護へ、施設から在宅への方向を踏まえて行われました。

町はこの国の方針に基づき、在宅介護、地域包括ケアシステムへの構築を進めておられ

ます。こうした中で、本町の２７年度決算状況は、保険事業勘定、介護サービス事業勘

定とも黒字の決算となっております。しかしながら、その担い手となる介護士、看護師

の処遇改善はなかなか進んでないように思います。長与町としても、介護士、看護師の



方々が働き続けられる環境づくりに、より一層取り組んでいただきたいと思います。平

成２７年度の事業関係につきましては、介護認定審査、介護保険給付事業のほか、１次

予防事業のめだか８５、２次予防事業のえんじょい貯筋教室、任意事業の脳トレ教室、

配食サービス、認知症家族リフレッシュの集いなどサービス強化、認知症対策に積極的

に取り組まれ、多くの高齢者の方々が参加できたことは評価できるものであると考えま

す。今後は介護保険の要支援が、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が町の方に移管

され、要支援につき訪問介護、通所介護については従来の訪問介護、通所介護だけでは

なく、多様なサービスを市町村が主体的に考えていく日常生活支援総合事業に移行され

ます。そのことにより、より地域に密着したケア体系の構築、介護サービスの充実が求

められると思います。今後も介護予防事業の重点化を図りつつ、適正な介護給付の執行

に努められることを期待します。また、町への移管により、自治体、地域、家族の方へ

の責任が大きくなってくるように思われます。長与町の高齢者の皆様が安心して住み続

けられるように、新しい制度の説明を漏れなく皆様方に丁寧に、丁寧に説明をされるこ

とを願って、私の賛成討論とします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第１１、議案第５４号、平成２７年度長与町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって、本案は原案のとおり認定されました。 

これから、議案第５５号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○議員（河野龍二議員）

議案第５５号についても、委員長報告では全会一致と報告いたしましたが、委員長で

ある私は、委員会での裁決権がございませんので、この場で反対討論をさせていただき

ます。議案第５５号の反対討論を行います。私は何度も討論の中で、このように述べて

きましたが、この間、この事業は長与町の財政に大きな影響を与えるとずっと指摘を続

けてきました。今、その現実が迫ってきたのではないかと考えております。本町の必要

な事業が財源不足により手がつけられない状況というのは、この事業が進められる限り、

今後も予測されます。もっと早く、何らかの手段を講じておけば、このような事態にな



ることはなかったかと思います。この責任は明らかに町にあります。工事の進捗からし

ても変更された完成年度、変更した事業費は、また変更が必要ではないかというのが質

疑の中で感じられました。新たな造成工事の計画もさらに完成年度を遅らせます。事業

により仮住宅に住まわれた方の不満は高まる一方です。抜本的な解決方法を、事業の凍

結も含め早急に検討し、一刻も早く住民の不安の解消を求めて反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、賛成討論ありませんか。 

浦川議員。 

○議員（浦川圭一議員）

議案第５５号、平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について賛成の立場で討論いたします。本事業が、本町の財政に大きな

影響を与えていることは承知をしております。しかしながら、この事業の早期完成を目

指すことこそが行政並びに議会の責務であると思っております。本年度における道路築

造及び宅地造成の進捗率の伸びもわずかではありますが、道ノ尾駅周辺また浦上水源池

沿いの三千隠入口付近も、着実に整備が進んできていると感じております。このことで、

国道２０６号線への行き来も格段に向上したと考えております。ただ、監査委員の意見

の中に、今後の進捗が見通せない状況であるとの厳しい指摘がございます。このことに

は真剣に耳を傾けていただき、その方策に知恵を出し合い、早期完成に向けて取り組ん

でいただくことを期待し賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

竹中議員。 

○議員（竹中悟議員）

私は議案第５５号に対し賛成の立場で討論いたします。当議案は昭和５９年、都市計

画決定をいたしました。総額２８１億３,０００万、総開発面積４９.８ヘクタールの超

大型の開発事業であります。２７年度で既に２３５億円が費やされ、事業費ベースでは

８３.４％となっているものの、実質道路築造では５２.４％、宅地造成で５６.２％で

あり、また事業変更も既に１１回にわたり、平成３２年度に事業期間が延長されました

が、今の投資予算では最低でも１０年から１５年と完成のめどが立っておりません。地

権者におかれましても３０年余りの仮住まい、戻れないまま死亡された方もおられ、最

悪の環境であります。町長は私の一般質問に対し、図書館より高田南土地区画整理事業

を優先されると明言されました。私も町長の判断が正しいと考えます。財政厳しい中、

財政の采配は町長の専権事項であります。思い切った決断力で早期の完成を期待し、賛

成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員）



次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第５５号、平成２７年度長崎都市計画事業長与町土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって本案は原案のとおり認定されました。 

これから、議案第５６号のうち剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、日程第１３、議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及

び決算認定についてのうち、剰余金の処分についてを採決いたします。 

本案のうち、剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案のうち、剰余金の処分については原案のとおり可決されました。 

次に、議案第５６号のうち決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第５６号、平成２７年度長与町水道事業剰余金の処分及び

決算認定についてのうち、決算認定について採決いたします。 

本案のうち決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案のうち決算認定については、原案のとおり認定されました。 

これから議案第５７号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 



これから日程第１４、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及

び決算認定についてのうち、剰余金の処分についてを採決いたします。 

本案のうち、剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案のうち、剰余金の処分については原案のとおり可決されました。 

次に、議案第５７号のうち決算認定についてを討論いたします。 

まず反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

竹中議員。 

○議員（竹中悟議員）

私は当案につきまして賛成の立場で討論いたします。今回の決算において、経営成績

については純利益が１億５,９００万となり、前年度比マイナス２７％となっています

が、この状態はまともであると私は判断いたしております。また、企業債の残高も着実

に減少しています。しかしながら、今後の老朽管対策が必要であり、また汚水処理場の

委託業務において、業者の選定の過程で開業以来同一業者を随意によって契約していま

す。このことは浄水場でも同じような契約状態であります。１０年ほど前から指摘をし

てきましたが改善が見られません。透明性、競争性を担保し、住民が納得する競争入札

が出来るよう期待して賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員）

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第５７号、平成２７年度長与町下水道事業剰余金の処分及

び決算認定についてのうち、決算認定についてを採決いたします。 

本案のうち決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案のうち決算認定については、原案のとおり認定されました。 

次に、日程第１５、議案第６０号、長与町教育委員会教育長の任命についてを議題と

いたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）



それでは議案第６０号、長与町教育委員会教育長の任命について、提案理由の説明を

申し上げます。黒田義和教育長の任期が今月末をもって満了いたします。黒田教育長に

おかれましては、長与町教育委員会教育長として平成２０年１０月より２期８年にわた

り、長与町教育行政の推進のため電子黒板の設置やデジタル教科書の導入によるＩＣＴ

教育の環境整備に取り組まれるなど、町内小中学校の教育水準の向上に努めてこられま

した。この間、長崎県町村教育長会会長や全国町村教育長会理事、また九州教育長会理

事も歴任され、今日の教育行政の推進と振興発展にご尽力を受けましたことに深く感謝

を申し上げる次第でございます。今回その後任といたしまして、勝本真二氏を教育長と

して任命したいので議会の同意をお願いするものでございます。勝本氏は、これまで学

校現場において活躍され、平成２０年度から平成２４年度まで本町教育委員会におきま

して、理事、教育次長としてお勤めをいただきました。現在は、長与町教育相談指導員

として、学校現場の指導に御尽力をいただいているところでございます。教育にかける

情熱と意欲を十分にお持ちの方でございまして、人格、識見ともに長与町教育長として

適任であると確信をいたしております。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（内村博法議員）

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

金子議員。 

○議員（金子恵議員）

何点か質疑をしたいと思います。本日出された人事案件、この提出の時期ですけれど

も、町の三役である重要ポストということから早目の提出というのが望まれるところで

すけれども、その経緯をお伺いしたいと思います。それと現役続投ということも考えら

れる中、新教育長を任命されましたが、どのようなところを評価されたのか、少し説明

はありましたけど、実績は分かりましたが、再度お尋ねします。それと今回の任期満了

後、本町の教育委員会は新制度に移行することになっているかと思いますけれども、そ

の体制は整っているのか。それともう１点、この議案によると住所の方が長崎市柳谷町

というふうになっておりますけれども、町の三役という観点から問題点はないのか。 

以上質問いたします。 

○議長（内村博法議員）

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）

まず、最初の質問で議案上程が今日になったということでございますけども、特別職

の人事案件につきましては、慎重を期するということでございまして、私は従来より議

会最終日に提案させていただいているというところでございます。今回も定例会の会期

中も含め慎重に協議をいたしまして、最終的にご本人の了解を得て提案に至ったもので



ございます。２点目につきましては、勝本教育長を任命いたしましたのは、ずっと教育

委員会の場で活躍をしていただいておりまして、勝本さんの人柄なり、そしてまた仕事

ぶりなり等々拝見いたしまして、立派な方だと、次を託せる人だなということの判断で

ございます。３点目の住所のことでございます。住所につきましては、当然三役につき

ましては長与町在住ということでございます。そういった面では、まずこの場でご信任

をいただきまして、教育長ということであれば、その次に住所を変っていただくという

ような段取りをしたいというふうに思っております。４点目でございます。新教育委員

会制度っていうのが始まっております。そういった意味で、首長としての役割というの

は一層、任命等々におきましても重要になってくるわけでございますけども大綱の策定

をいたしました。そしてまた、総合教育会議の開催ということで準備いたしております。

そういった、法に基づく事務だけではなく、新しく尚一層の連携とご支援をいただくと

ころによりましてですね、この新しいシステムの中で町長部局と教育長部局が一体とな

って、作業を進めていくというようになってくると思います。そういうことでご理解い

ただきたいと思っております。 

○議長（内村博法議員）

吉岡議員。 

○議員（吉岡清彦議員）

ちょっと重複する、住所のことがちょっと出たのでそれは後にして、黒田教育長は、

私が議員になって今７期目に入っているわけですけども、近代まれに見るすばらしき教

育長じゃなかったかと感謝し、またお礼を言いたいと思っております。本当にご苦労様

でございました。ありがとうございました。そういう中でこの選考っていいますか、教

育長の任期の制度っていいますか、それを一応何年、何期か決めておるのか、何かそう

いうのがあったら、一つですね、お願いしたいと思っております。３期までとか２期ま

でとか、何かそういう基準があるのかないのかをお聞きしたいと思っております。住所

の件はちょっと今出ましたので、私もちょっとこの件はですね心配になってお聞きしよ

うと思ったんですけども、決まれば変るということでお聞きしましたけど、それは間違

いないのかどうかですね、その点をちょっとお願いいたします。 

○議長（内村博法議員）

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）

任期というのは特別何期というのは決まっておりません。今ご指摘ありましたように、

黒田教育長におかれては大変立派な仕事していただいたということで２期８年間お願い

したわけでございます。そういうことで、また次のステップで頑張っていただきたいと

いうふうに思っております。そして、住所につきましては、おっしゃられたとおり、こ

の場で決めていただきましたら、その後長与町に在住という形で、決めていきたいと思

っております。 



○議長（内村博法議員）

他に質疑ありませんか。 

竹中議員。 

○議員（竹中悟議員）

１点のみ質問させていただきます。人事のですね、人選は町長の専権事項であります。

現教育長はこの８年間すばらしい指導力で長与町の学力を長崎県でトップクラス、また

全国でもハイレベルの位置までもっていかれた貢献者と私は考えております。私たちの

自慢の種でありました。何故変えられるのか理由がわかりません。先ほど申し上げまし

たように人選は町長の専権事項でありますので、とやかく申し上げませんが、今回推薦

をされたに当たり、推薦者との教育について真剣に町長はお話し合いをなされたと思い

ます。今後の教育理念を町長が今回推薦される教育長に対してどのような話をして、長

与町でどのような教育の理念でどのような方向に持っていかれるのか、その辺について

幾らかお話をいただきたいと思います。 

○議長（内村博法議員）

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）

今の竹中議員のご質問でございますけども、私も幸福度日本一のまちづくりという中

で、子育て、教育、介護という３点はポイントとして上げております。黒田教育長をは

じめですね、歴代の教育長さんにしっかり頑張っていただいたと思うんです。勝本さん

におかれましてもそういった面では継承という意味で、頑張っていただけるものと思っ

ております。そういった伝統といいましょうかね、私は教育の町、長与というのは、私

自身もそう思って位置づけてやっております。そういった意味で前教育長、そして現教

育長、そして今からお願いする次の教育長さんにおきましても、この教育の町、長与と

いうことで、行政と一体になってですね、取り組んでいただきたいということで、お話

をさせていただいてるところでございます。以上でございます。 

○議長（内村博法議員）

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第６０号は、会議規則第３９条第２

項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって議案第６０号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これから議案第６０号の討論を行います。まず、反対討論ありませんか。 

金子議員。 



○議員（金子恵議員）

私は長与町教育委員会教育長の任命について反対の立場で討論をいたします。教育長

は町の三役という重要なポストであり、この人事案件提出に当たり慎重を期したという

ことではありますが、直前に出されたことは、同意に対する賛否を検討する時間もなく、

早急な判断を迫られたこの状況に対し違和感を感じます。今回任期満了後、新制度移行

に当たり、首長には大綱の策定権が与えられたことで民意を教育に反映されるほか、教

育予算の調整もスムーズに進むのではないかと思われます。しかしその反面、教育への

深い見識やリーダーシップも求められます。その中で十分な経験のある教育長が必要と

なるのではないかと思います。新しく任命された方が、それに値しないとは決して思い

ませんが、新制度の体制にスムーズに移行できるのか懸念するところです。また、町の

三役重要ポストこそ町内在住者であるべきという点では、今後、検討の余地があるとい

うことで理解はしました。現教育長の本会議での発言、各会での挨拶などの中で職務へ

の責任感など職責を全うする姿勢に敬意を表するとともに、新教育長におかれましては、

活躍を期待するものではありますが、幾つかの疑問点が払拭されず、賛成に値しません

でしたので、今回は反対とさせていただきます。 

○議長（内村博法議員）

次に、賛成討論ありませんか。 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５号、議案第６０号、長与町教育委員会教育長の任命についてを採

決いたします。この採決は起立によって行います。 

本案について同意することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

しばらくお待ちください。ただいま、長与町教育委員会教育長に任命されました勝本

真二さんから挨拶の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○勝本真二君

こんにちは。学校教育課の勝本と申します。この度は、議会の皆様方から教育長とし

て同意いただきまして誠にありがとうございます。今後は、教育の町長与の益々の発展

のために、微力ではございますが、常に誠実に、感謝の心を忘れずに、精いっぱい頑張

っていきたいと考えておる所存でございます。今後とも、皆様のご支援、ご協力のほど、

切にお願いいたしまして、簡単ではございますが、ご挨拶に変えさせていただきます。

ありがとうございます。 

○議長（内村博法議員）



しばらくお待ちください。 

次に、日程第１６、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りします。会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣

したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定

いたしました。 

次に、日程第１７、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題といたします。 

産業厚生常任委員長、議会広報広聴常任委員長、議会運営委員長から目下、委員会に

おいて調査中の事件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました

申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査と

することに決定いたしました。 

以上で、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決されました

案件につきまして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整

理を議長に委任されたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがってこれら整理を要するものにつきましては、議長に一

任することを決定いたしました。 

ここで、今期限りでご勇退されます黒田教育長から発言の申し出がありますので許可

いたします。黒田教育長。 

○教育長（黒田義和君）

退任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。平成２０年１０月から、教育長職

を拝命いたしましたけども、いろいろとつまずきながら、今日まで歩んでまいりました。

何とか任期を終えられそうでございます。この間、内村議長をはじめ、町議会の皆様、

そして吉田町長、鈴木副町長はじめ、役場職員の皆さま、更に多くの地域の皆様に多大

なるご支援、激励を頂きました。本当にありがとうございました。この議場が大好きで

ございました。長崎大水害の後から長与に住み移ってまいりました。前任者から引き継

いできた大きな教育のまち長与、これをもっともっと充実させたいと思い、意気込んで

まいりましたけども、何ら成果をあげることなくバトンタッチすることを申し訳なく思



っております。ただ、東日本大震災という状況のもとで、長与小学校建設に着手し、皆

様方のご支援をいただきながら何とか落成式を終えられたということだけが一つの思い

出でございます。昭和４８年に教壇に立って、もう４０年余り教育のことばかりやって

まいりましたけども、これからは広く社会に目を向けて、お世話になった長与のために

も少しずつ貢献しながら余生を過ごしてまいりたいと思っております。最後になりまし

たけども、議員各位、そして役場職員の皆様の更なるご健勝、ご発展、そして長与町の

益々の発展を祈念いたしまして退任の挨拶といたします。本当に長い間お世話になりま

した。 

○議長（内村博法議員）

閉会に当たり、町長から発言の申し出がありますので許可いたします。吉田町長。 

○町長（吉田愼一君）

それでは閉会にあたりまして、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。去る９

月６日に開会をしていただきました平成２８年第３回定例会も本日閉会となりました。

本定例会では１１名の議員様から多くの一般質問を頂き、町政の発展の立場からご指摘、

ご指導を賜りました。心から感謝を申し上げたいと思っております。あわせて今回は平

成２７年度の各会計歳入歳出決算認定をはじめ、提案をいたしました各議案につきまし

てもご審議をいただいたわけでございますが、本当に長い期間、慎重にご審議を賜り、

本日それぞれの案件につきましてご決定を頂きました。心からお礼と感謝を申し上げる

次第でございます。皆様からのご指導、ご提案、ご指摘につきましては、真摯に受けと

めさせていただきます。今後とも長与町が住みたい、住み続けたい、住んでよかった、

幸福度日本一のまちとなることを目標に、職員とともに全力で取り組んでまいりたいと

考えております。皆様方の尚一層のご指導、ご協力をよろしくお願いしたいと思ってお

ります。また、９月末日をもって退任されます黒田教育長におかれましては、長与町教

育長として２期８年間、本町の教育行政に御尽力をいただきました。感謝の念に堪えな

いところでございます。今後とも、尚一層のご活躍をされますことをご祈念申し上げた

いというふうに思っております。さて、いよいよねんりんピック長崎２０１６開会まで

２０日余りとなりました。本町で開催いたしますターゲットバードゴルフ交流大会にお

きましては１０月１６日に町民体育館で開会式をとり行うことといたしております。議

員各位におかれましては、是非ご高覧いただきますようお願いを申し上げる次第でござ

います。いよいよ時節は秋を迎えるわけでございます。スポーツに文化にこれから行事

も多くなってまいりますけれども、皆さん方におかれましては、それぞれご参加、ご協

力をいただくことと思います。どうかご指導、ご高配を賜りますよう心からお願いを申

し上げまして、閉会に当たりましての私の挨拶とさせていただきます。誠にありがとう

ございました。 

○議長（内村博法議員）

次に、閉会にあたり私から一言申し上げます。今定例会では平成２７年度決算認定な



ど多くの議案が審議され、各々の判断のもと、議決結果が出されたところであります。

特に決算認定の審議結果については、次年度の予算編成などに生かしていただくことを

期待するところであります。また、今定例会では長与町議員報酬に関する調査特別委員

会の設置が可決されましたが、特別委員会での委員皆様の活発な議論を期待するところ

であります。よろしくお願い申し上げます。いよいよスポーツ、文化の秋が到来します。

来月１５日からは一大イベントのねんりんピックが開催されます。本町ではターゲット

バードゴルフ交流大会が行われます。全国から集まる多くの方に、長与町の魅力を発信

する上で誠に意義深いものとなります。本町での大会開催の成功を祈念申し上げる次第

であります。結びになりましたが、本定例会の議事運営に対して議員皆様方のご協力に

感謝申し上げます。また、９月末でご勇退される黒田教育長様には、これまで町内の

小・中学校における教育水準の向上など、多面にわたりご尽力され多大なご功績を残さ

れました。これまでの長年にわたる奉職に感謝し、これからのご健勝、ご多幸をご祈念

申し上げまして、閉会に当たっての私の挨拶といたします。ありがとうございました。 

これにて会議を閉じます。 

これで平成２８年第３回長与町議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

（閉会 １２時０７分） 
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